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 防災訓練の実施の結果について、原子力災害対策特別措置法第１３条の２第１項の規定に基づき

報告します。 

原子力事業所の名称
及 び 場 所 

女川原子力発電所 

宮城県牡鹿郡女川町塚浜字前田１番 

防災訓練実施年月日 ２０２４年１月２３日 
２０２３年４月１日 

～２０２４年１月３１日 

防災訓練のために 
想定した原子力災害
の 概 要 

火災消火失敗を起因とした原子炉手動
停止、自然災害（地震）による残留熱除去
機能の喪失、原子炉注水機能の喪失等
により、原子力災害対策特別措置法 
第１０条事象および第１５条事象に至る
原子力災害を想定 

シビアアクシデント事象による原子力
災害を想定 

防 災 訓 練 の 項 目 緊急時演習（総合訓練） 要素訓練 

防 災 訓 練 の 内 容 

【女川原子力発電所】 

(1) 発電所対策本部訓練 

(2) 通報訓練 

(3) 避難誘導訓練 

(4) 緊急時対策所参集訓練 

(5) 発電所設備の応急・復旧対策訓練 

(6) アクシデントマネジメント訓練 

(7) モニタリング訓練 

(8) 広報活動訓練 

(9) オフサイトセンター活動訓練 

(10) 火災対応訓練 

(11) 大容量電源装置起動訓練 

(12) リエゾン派遣訓練 

 

【本店】 

(1) 発電所－本店原子力班－本店対策

本部間の情報連携訓練 

(2) 国－事業者間の情報連携訓練 

(3) プレス対応訓練 

(4) 事業者間協力協定対応訓練 

【女川原子力発電所】 

(1) 原子力災害医療訓練 

(2) モニタリング訓練 

(3) その他必要と認められる訓練 

a.電源機能等喪失時対応訓練 

b.緊急事態支援組織対応訓練 

 

【本店】  

(1)災害対策支援拠点対応訓練 

 

防災訓練の結果の 
概 要 

別紙１のとおり 別紙２のとおり 

今後の原子力災害 
対策に向けた改善点 

別紙１のとおり 別紙２のとおり 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 
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別紙１ 

 

防災訓練の結果の概要（緊急時演習（総合訓練）） 

 

１．防災訓練の目的 

本訓練は、「女川原子力発電所 原子力事業者防災業務計画 第２章 第８節」に基づき実施

するものである。 

残留熱除去機能や原子炉注水機能が喪失し、原子力災害対策特別措置法（以下、「原災法」

という。）第１０条事象および第１５条事象に至る原子力災害を想定した訓練により、   

緊急時対応能力の習熟、課題抽出を行い、さらなる実効性向上を図ることを目的とした。 

なお、今回は以下の対応の有効性等に力点を置いて訓練を実施した。 

 

（１）火災を起因とした事故への対応【発電所】 

（２）緊急時対策所の活用【発電所】 

（３）オフサイトを意識した情報発信【発電所】 

（４）外部機関からの問い合わせに対する本店原子力班内の情報連携【本店】 

 

２．実施日時および対象施設 

（１）実施日時 

２０２４年１月２３日（火）１３：１０～１６：４５ 

（２）対象施設 

女川原子力発電所 １、２、３号機 

 

３．実施体制、評価体制および参加人数 

（１）実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※１ 原子力規制庁緊急時対応センター（以下、「ＥＲＣ」という。）とは統合原子力防災ネットワークで接続 

※２ 情報連絡した箇所は宮城支店、山形支店、岩手支店、東北電力ネットワーク㈱宮城支社 

（注）破線部はダミー 

支援 

情報連絡 

女川原子力発電所 

 

発電所対策本部 

 

各班員 

 

指示 報告 

 原子力規制庁緊急時対応 

センター（ＥＲＣ） 

本店 

東北電力ネットワーク㈱ 本社 

※１ 

 

通報連絡 

社 外 

関係箇所 
通報連絡 

派遣 

 

原子力班 他各班 

報告 指示 

通報連絡 

 

オフサイトセンター 

派遣 

情報連絡 

東京支社 

東北電力ネットワーク㈱ 東京事務所 

各支店※２ 

東北電力ネットワーク㈱ 各支社※２ 

本店対策本部 

(原子力施設事態即応ｾﾝﾀｰ) 
 

通報連絡 

女川町 

派遣 

情報連絡 
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（２）評価体制 

発電所（対策本部、現場）および本店対策本部に複数の評価者（当社社員、他事業者）を 

配置し、評価者による評価および反省会等を通じて、良好事例および改善事項の抽出を行っ

た。 

 

（３）参加人数：５９９名 

〈内訳〉 

・プレーヤー（訓練参加者）：５４３名 

女川原子力発電所：９４名 

本店（各支店、東京支社含む）、東北電力ネットワーク㈱ 本社（各支社、東京事務所

含む）：４４９名 

・コントローラー（訓練進行管理者）、評価者：５６名 

女川原子力発電所：４０名 

本店（各支店、東京支社含む）、東北電力ネットワーク㈱ 本社（各支社、東京事務所

含む）：１６名 

 

（４）訓練視察等 

発電所および本店へ社外評価者および社外視察者の受入れを以下のとおり実施した。 

 

ａ．女川原子力発電所：７名 

  訓練評価者：中国電力２名、九州電力２名 

  訓練視察者：東京電力ホールディングス１名、日本原燃１名、電源開発１名 

 

ｂ．本店：３名 

訓練評価者：中国電力１名、九州電力１名 

訓練視察者：中国電力１名 
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４．防災訓練のために想定した原子力災害の概要 

定格熱出力一定運転中の女川原子力発電所２号機（新規制基準適合プラント想定）に   

おいて、火災消火失敗を起因とした原子炉手動停止、自然災害（地震）による残留熱除去機能

の喪失、原子炉注水機能の喪失等により、原災法第１０条事象および第１５条事象に至る原

子力災害を想定した。また、定期事業者検査中の女川原子力発電所３号機（新規制基準未適合

プラント想定）において、自然災害（地震）を起因とした使用済燃料プールの冷却材喪失に

より原災法第１０条事象に至る原子力災害を想定した。 

詳細は以下のとおり。 

 

時刻 

シナリオ 

１号機 

（廃止措置中）※１ 

２号機 

（定格熱出力一定運転中）※１ 

３号機 

（定期事業者検査中）※１ 

１３：１０ ･石巻市、女川町震度４の地震発生 

１３：１５ 火災発生（２号主変圧器付近） 

１３：２０ 
  ・管理区域にて汚染を伴う

傷病者発生（１名） 

１３：２５ 

 ・火災初期消火失敗 

・２号機原子炉手動停止、制御棒５本挿入失敗 

【警戒事象】※２ 

 

１３：３０  ・ほう酸水注入系起動  

１３：３５ 
 ・制御棒全挿入成功 

・ほう酸水注入系停止 

 

１３：４０ 

・石巻市、女川町震度６弱の地震発生 

・外部電源５回線のうち３回線停止（３回線のうち２回線は点検中） 

・燃料プール冷却浄化系ポンプ

（Ｂ）停止 

・復水移送ポンプ（Ｂ）停止 

・使用済燃料プールスロッシング 

・低圧代替注水系（復水移送ポンプ（Ａ））

起動 

・低圧代替注水系（直流駆動低圧注水ポンプ、 

復水移送ポンプ（Ｂ、Ｃ）、ろ過水ポンプ）

停止 

・燃料プール冷却浄化系ポンプ

（Ａ）停止 

・復水移送ポンプ（Ａ）停止 

１３：４５ 

  ・使用済燃料プール水位低下

開始（プールゲート破損お

よびサイフォン現象による

漏えい） 

１３：５５ 

・燃料プール冷却浄化系ポンプ

（Ｂ）再起動 

・起動変圧器故障 

・外部電源喪失 

・常用給水系停止 

・原子炉隔離時冷却系ポンプ起動 

・高圧炉心スプレイ系ポンプ起動 

・非常用ディーゼル発電機（Ａ、Ｂ、Ｈ）起動 

 

１４：００ 

・復水移送ポンプ（Ｂ）再起動 ・残留熱除去系ポンプ（Ａ）停止 

・残留熱除去系ポンプ（Ｂ）起動 

 （サプレッションプール冷却モード） 

・燃料プールウェルシール 

漏えい大警報発生 

１４：０５ 

 ・非常用ディーゼル発電機（Ａ）室にて火災

発生 

・非常用ディーゼル発電機（Ａ）停止 

・低圧代替注水系（復水移送ポンプ（Ａ））

停止 

・原子炉補機冷却水系ポンプ（Ａ、Ｃ）停止 

・原子炉補機冷却海水系ポンプ（Ａ、Ｃ）停止 

 

１４：１０  ・ガスタービン発電機（Ａ、Ｂ）起動  
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時刻 

シナリオ 

１号機 

（廃止措置中）※１ 

２号機 

（定格熱出力一定運転中）※１ 

３号機 

（定期事業者検査中）※１ 

１４：１２ 

 ・低圧代替注水系（復水移送ポンプ（Ａ））

再起動 

・原子炉補機冷却水系ポンプ（Ａ、Ｃ） 

再起動 

・原子炉補機冷却海水系ポンプ（Ａ、Ｃ） 

再起動 

 

１４：２５ 
  ・燃料プール補給水系ポンプ

停止 

１４：３０ 

 ・原子炉補機冷却水系ポンプ（Ａ、Ｃ）停止 

・低圧炉心スプレイ系ポンプ 使用不可 

・代替循環冷却系 使用不可 

 

１４：４０ 

 ・高圧炉心スプレイ系補機冷却海水系ポンプ

停止 

・高圧炉心スプレイ系補機冷却水系ポンプ 

停止 

・非常用ディーゼル発電機（Ｈ）停止 

・高圧炉心スプレイ系ポンプ停止 

 

１４：４５ 
  ・使用済燃料プール水位燃料

ラック上端＋４ｍ到達 

１４：５０ 
  ・サイフォン現象による漏えい

箇所の隔離完了 

１４：５５ 

・石巻市、女川町震度５弱の地震発生 

 ・原子炉補機冷却海水系ポンプ（Ｂ、Ｄ） 

停止 

・原子炉補機冷却水系ポンプ（Ｂ、Ｄ）停止 

・非常用ディーゼル発電機（Ｂ）停止 

・残留熱除去系ポンプ（Ｂ）停止 

・残留熱除去系ポンプ（Ｃ）使用不可 

【原災法第１０条】※２ 

 

１５：１０  ・可搬型設備の準備開始 ・可搬型設備の準備開始 

１５：２０ 
  ・使用済燃料プール水位燃料

ラック上端＋２ｍ到達 

１５：２４  ・原子炉隔離時冷却系ポンプ停止  

１５：２９  ・高圧代替注水系起動  

１５：５５ 
 ・高圧代替注水系停止 

【原災法第１５条】※２ 

 

１５：５７  ・原子炉急速減圧 開始  

１６：００ 
 ・低圧代替注水系（復水移送ポンプ（Ａ））

により原子炉注水 

 

１６：１５ 
  ・代替注水車による使用済燃料

プール補給開始 

１６：４５ 訓練終了 

※１ 訓練開始時の付与情報 

※２ 最初に発生した警戒事象、原災法第１０条事象および第１５条事象のみ記載 
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５．防災訓練の項目 

緊急時演習（総合訓練） 

 

６．防災訓練の内容 

（１）訓練方法 

訓練は、プレーヤーへ訓練シナリオを事前に通知しない「シナリオ非提示型」により実施した。

また、コントローラーは、訓練中にプレーヤーへ資料配付や電話連絡等、シナリオ進行に

必要な状況付与を行った。 

 

（２）訓練項目 

【発電所】 

ａ．発電所対策本部訓練 

ｂ．通報訓練 

ｃ．避難誘導訓練 

ｄ．緊急時対策所参集訓練 

ｅ．発電所設備の応急・復旧対策訓練 

ｆ．アクシデントマネジメント訓練 

ｇ．モニタリング訓練 

ｈ．広報活動訓練 

ｉ．オフサイトセンター活動訓練 

ｊ．火災対応訓練 

ｋ．大容量電源装置起動訓練 

ｌ．リエゾン派遣訓練 

 

【本店】 

ａ．発電所－本店原子力班－本店対策本部間の情報連携訓練 

ｂ．国－事業者間の情報連携訓練 

ｃ．プレス対応訓練 

ｄ．事業者間協力協定対応訓練 

 

（３）事故対応能力向上のための実効性を高める工夫 

プレーヤーの事故対応能力向上のため、訓練の実効性を高める工夫として、以下の要素を

盛り込むとともに、評価を行った。 

ａ．アクセスルートの再確認を促す状況付与 

ｂ．火災対応と地震対応が重畳する中での緊急時対策所への移動（実動）を含めた対応 

ｃ．火災延焼による可搬型重大事故等対処設備の建屋内設備（接続口）の損傷リスクの検討 

ｄ．停止号機の対応と運転号機の対応が干渉する場面設定 

ｅ．高圧注水系統が１系統（高圧代替注水系）のみであり、かつ注水状況が不安定な兆候を

示す事象の設定 
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７．防災訓練の結果の概要および評価 

【発電所】 

（１）発電所対策本部訓練 

火災消火失敗を起因とした２号機における原子炉手動停止、自然災害（地震）による残留熱

除去機能の喪失、原子炉注水機能の喪失等のプラント状況に加え、汚染傷病者発生、３号機

における使用済燃料プールの冷却材喪失等、事象が重畳するシナリオにおいて、各場面に  

おけるプレーヤーへの期待事項をシナリオ検証ポイントとして設定し、訓練を実施した。 

その結果、発電所対策本部にて事象の把握および判断に必要な情報が原子力防災管理者へ

迅速かつ正確に報告されるとともに、事象の進展予測を踏まえた事故拡大防止策等を決定 

できること、事象把握に必要な情報が発電所から本店に共有できること、火災を起因とした

事故への対応が実施できること、緊急時対策所を活用した事故収束対応ができること、火災に 

関する情報連携の改善が図られたことを確認したことから、訓練目標を達成したものと評価

した。 

ただし、以下の課題および更なる改善事項を抽出した。 

・ＣＯＰ※１作成に係る改善 

・緊急時対策建屋への移動に係る改善 

・緊急時対策所における要員配置および資機材配置の改善 

 

※１ 共通状況図（Common Operational Picture）の略。ＣＯＰは記載する情報の内容に

よって以下の３つに分類する。 

ＣＯＰ１：プラント系統概要図 

安全上重要な機能（止める、冷やす、閉じ込める、電源）に係る主要設備

に関する情報を図にまとめたもの 

   ＣＯＰ２：設備状況シート 

発電所の復旧方針に係る情報をまとめたもの 

   ＣＯＰ３：事故対応戦略方針シート 

炉心が損傷するまでの予測時間や原子炉格納容器圧力の上昇予測等、 

緊急時に特に重要となる情報をまとめ、発電所の対応方針を示したもの 

 

［本報告書における記載箇所］ 

・８．（１）ａ．火災を起因とした事故への対応 

・８．（１）ｂ．緊急時対策所の活用 

・１０．（１）ａ．ＣＯＰ作成に係る改善について【発電所】 

・１０．（１）ｂ．緊急時対策建屋への移動に係る改善について【発電所】 

・１０．（２）ａ．緊急時対策所における要員配置および資機材配置について【発電所】 

・１０．（３）ｂ．事務新館から緊急時対策建屋への移動【発電所】 

 

（２）通報訓練 

事象進展に伴う事故および被害状況等を把握し、警戒事象、原災法第１０条事象、原災法

第１５条事象等の通報連絡文を作成し、通報連絡する訓練を実施した。 

その結果、事故および被害状況を把握し、通報連絡文を正しく迅速に作成できること、社内

外の関係機関への通報連絡が予め定められている連絡経路に基づき実施できることを確認し
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たことから、訓練目標を達成したものと評価した。また、ＦＡＸ未達事象が発生※２した場合

においても、代替手段として統合原子力防災ネットワークのＦＡＸにより通報連絡文の送付

ができることを確認した。 

 

※２ コントローラーからＦＡＸ未達の状況を付与 

 

＜警戒事象、原災法第１０条事象および第１５条事象通報（第一報）の実績＞ 

号機 通報内容 発生時刻※３ 送信時刻※４ 所要時間 目標時間 

２号機 警戒事象 １３：３０ １３：４３ １３分 ３０分以内 

２号機 原災法第１０条事象 １５：００ １５：０９ ９分 １５分以内 

２号機 原災法第１５条事象 １５：５９ １６：０７ ８分 １５分以内 

※３ 原子力防災管理者判断時刻 

※４ ＦＡＸ送信完了時刻 

 

［本報告書における記載箇所］ 

・９．（２）通報文のＦＡＸ送信に関する改善【発電所】 

・１０．（３）ａ．ＦＡＸ不具合時の代替ＦＡＸの活用【発電所】 

 

（３）避難誘導訓練 

原災法第１０条事象（残留熱除去機能の喪失）の発生による第１緊急体制の発令に伴い、

避難誘導活動に関する手順書に基づき、避難誘導員を各集合場所および避難場所へ配置し、

構内協力企業の従業員に対して構内の避難場所へ避難誘導を実施した。 

その結果、避難誘導活動に関する手順書に基づき、構内道路状況および建物被害状況に応じた

避難ルートを指示し、構内避難場所まで円滑に避難できることを確認したことから、訓練  

目標を達成したものと評価した。 

 

（４）緊急時対策所参集訓練 

地震発生を起因として、所員を緊急時対策所（事務建屋対策室）に非常招集する訓練を  

実施した。 

その結果、目標時間（目標時間：５分、実績：３分）内に発電所対策本部の要員が緊急時 

対策所（事務建屋対策室）に参集し、体制を確立できることを確認したことから、訓練目標

を達成したものと評価した。 

 

（５）発電所設備の応急・復旧対策訓練 

地震により喪失した電源機能、除熱機能および注水機能に対し、可搬型設備による応急復

旧計画を立案し、必要な要員の確保や作業指示を行う訓練を実施した。 

その結果、大容量送水ポンプ、熱交換器ユニット等、原子力災害の拡大防止に向けて立案

した応急復旧計画について、発電所対策本部内で必要な要員数の確認、作業時間を考慮した

作業指示が行えることを確認したことから、訓練目標を達成したものと評価した。 
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（６）アクシデントマネジメント訓練 

女川原子力発電所で制定しているアクシデントマネジメントガイドラインに基づき、圧力

容器破損防止対策および格納容器破損防止対策に関する活動を行う訓練を実施した。 

その結果、プラント状態に応じた対処の判断や指示を実施するとともに、事象進展を予測

した復旧戦略の検討が実施できることを確認したことから、訓練目標を達成したものと評価

した。 

 

（７）モニタリング訓練 

地震による停電に伴う構内モニタリングポストの停止を想定し、緊急時モニタリングに 

関する手順書に基づき、代替測定（可搬型モニタリングポストの設置）を行う訓練を実施し

た。 

その結果、目標時間内に資機材の準備（目標時間：２０分、実績：１７分）、現場到着    

からの測定データ受信（目標時間：４０分、実績：１８分）および必要な設備の円滑な    

取り扱いができることを確認したことから、訓練目標を達成したものと評価した。 

 

（８）広報活動訓練 

原子力災害時における報道発表資料について、速やかに発電所対策本部で情報共有する 

訓練を実施した。 

その結果、本店対策本部広報班から得た報道発表内容等を、発電所対策本部へ目標時間内

に適切に報告できることを確認した。 

また、本店と連携し適時適切なタイミングでプレスリリースができること、広報班に対し

て共有した正確な情報に基づき、報道対応ができることを確認したことから、訓練目標を  

達成したものと評価した。 

 

（９）オフサイトセンター活動訓練 

原子力災害の発生により、オフサイトセンターが運営されることを想定し、発電所から  

オフサイトセンターへの実動派遣の訓練を実施した。 

その結果、オフサイトセンターへの派遣要員は、発電所周辺の一般道路の状況を確認した

うえで、オフサイトセンターに移動し、オフサイトセンターへ到着後、速やかに発電所の  

情報を収集する体制を確立できることを確認したことから、訓練目標を達成したものと評価

した。 

 

（１０）火災対応訓練 

地震（震度４）の影響により２号主変圧器から小規模な油火災が発生した後、地震（震度６

弱）の影響により当該変圧器からの絶縁油の漏えいが増加することで油火災の規模が拡大 

することを想定した訓練を実施した。 

その結果、発電所対策本部は、当該変圧器における火災の対応状況について、発電所対策本部

内での共有および本店への情報連携ができたこと、現場においては、火災状況について発電

所対策本部と共有し、出火元、延焼範囲、延焼の進展速さ、使用可能な設備等の現場状況を   

考慮し、火災を早期に消火するための適切な消火方法が選択できることを確認したことから、

訓練目標を達成したものと評価した。 
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また、評価者から水の補給に使用するホースが防火水槽に固定されていなかったため、水圧

により暴れ、補給が途絶えるとともに付近にいる人に危害を加える可能性があったという 

気づき事項が得られたことから、防火水槽にホースを設置する場合の留意事項として、マニュ

アルに記載すること等により改善を図る。 

 

［本報告書における記載箇所］ 

・８．（１）ａ．火災を起因とした事故への対応 

・９．（１）火災に関する情報連携の改善【発電所】 

 

（１１）大容量電源装置起動訓練 

   電源確保のため、「電源機能等喪失時における原子炉施設の保全のための活動に係る対応 

要領書」に基づき、大容量電源装置の起動訓練を実施した。 

   その結果、目標時間（目標時間：９０分、実績：４２分）内に起動操作が完了できることを

確認したことから、訓練目標を達成したものと評価した。 

 

（１２）リエゾン派遣訓練 

女川原子力発電所発災に伴い女川町役場からリエゾン派遣の要請を想定し、発電所から 

女川町役場へのリエゾン派遣の訓練を実施した。 

その結果、リエゾンは必要な資機材を準備して女川町役場に移動できたこと、女川町役場

へプラント状況、事象の進展予測等の説明について適切に実施できることを確認したことから、

訓練目標を達成したものと評価した。 

また、自治体からの問い合わせ事項のうちリエゾンから本店に対応を依頼した事項について、

プレーヤー間の連携用ツールの使用の習熟不足により、一部回答ができていない事項があっ

たという気づき事項が得られたことから、勉強会等を通じて、プレーヤー間の連携用ツール

の使用について習熟を図る。 

 

［本報告書における記載箇所］ 

・８．（１）ｃ．オフサイトを意識した情報発信 

 

【本店】 

（１）発電所－本店原子力班－本店対策本部間の情報連携訓練 

「情報連携相関図」（添付資料１、２）のとおり、ＣＯＰや電子ホワイトボード、チャット   

システム※５等の情報共有ツールを活用した情報連携訓練を実施した。 

その結果、発電所対策本部、本店原子力班および本店対策本部間で発電所情報（現況）や

事象の進展予測、事故対応戦略、外部への放射線影響等の重要情報、その他の付帯情報に  

ついて上記情報共有ツール等を使用することにより、適切に情報共有が実施できることを 

確認したことから、訓練目標を達成したものと評価した。 

また、オフサイトセンター派遣要員や自治体に派遣したリエゾン要員と本店原子力班間で

発電所のプラント状況等を共有でき、自治体からの要請事項をリエゾンから本店原子力班を

通じて本店対策本部内で共有できることを確認した。 
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※５ チャットシステム 

発生した事象、復旧対応状況、ＥＡＬ情報および社外問合せ情報等を発電所対策  

本部、本店原子力班および本店対策本部の要員がシステム上に入力し、発電所と  

本店間で情報連携するシステム 

 

［本報告書における記載箇所］ 

・８．（１）ｄ．外部機関からの問い合わせに対する本店原子力班内の情報連携 

 

（２）国－事業者間の情報連携訓練 

発電所対策本部、本店対策本部（ＥＲＣ対応ブース）およびＥＲＣプラント班間で統合原子力

防災ネットワーク（テレビ会議）を通じた情報連携訓練を実施した。 

その結果、「情報連携相関図」（添付資料１、２）のとおり、情報共有ツールや緊急時対策

支援システム（以下、「ＥＲＳＳ」という。）、備え付け資料※６等を活用することで、     

ＥＲＣプラント班に対し発電所情報（現況）や事象の進展予測、事故対応戦略、ＥＡＬに係る

情報等の情報提供や質疑応答が実施できることを確認したことから、訓練目標を達成したもの

と評価した。 

また、ＥＲＣ対応ブースの各要員の役割を明確にしたことで、発電所から入手した情報を

整理し、スクリーニングされた情報をＥＲＣプラント班へ説明できることを確認した。 

ただし、以下の課題が抽出された。 

・ＥＲＣプラント班への戦略に係る情報共有の改善 

 

※６ 備え付け資料 

ＥＲＣプラント班と当社が共通の資料を用いて情報共有するため、ＥＲＣおよび  

本店原子力班（ＥＲＣ対応ブース含む）に備え付けている、プラントの設備概要や   

手順書等をまとめた資料 

 

［本報告書における記載箇所］ 

・９．（３）書画装置による情報共有の改善【本店】 

・９．（４）ＥＲＣ対応ブース内での情報連携の改善【本店】 

・１０．（１）ｃ．ＥＲＣプラント班への戦略に係る情報共有について【本店】 

・１０．（３）ｃ．ＴＶ会議システム不調時の代替手段の活用【本店】 

 

（３）プレス対応訓練 

ａ．ＥＲＣ広報班と本店対策本部が連携する訓練を実施した。その結果、当社の報道発表資料・

記者会見時間の情報共有および官房長官会見（コントローラーによる状況付与）を考慮し

たプレス対応を実施できることを確認したことから、訓練目標を達成したものと評価した。 

ｂ．模擬当社ホームページを利用した、報道発表資料の情報発信訓練を実施した。その結果、 

模擬当社ホームページへ遅滞なく報道発表資料の掲載が実施できることを確認したこと 

から、訓練目標を達成したものと評価した。 

ｃ．報道関係者参加のもと、模擬記者会見を行う訓練を実施した。その結果、スポークスマン

による模擬記者会見にて、原災法第１０条該当事象に対するプラント状況や今後の対応に
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ついて説明することができ、記者からの質問に回答できることを確認したことから、訓練

目標を達成したものと評価した。 

 

（４）事業者間協力協定対応訓練 

ａ．「原子力災害時における原子力事業者間協力協定」に基づき、協力要請および情報連携を

行う訓練を実施した。その結果、同協定の幹事会社（東京電力ホールディングス）に対す

る協力要請および幹事会社からの回答の受信等、情報連携が適切に実施できることを確認

した。また、当社からの派遣要請に対し、他社からの支援要員数および現地への到着時間

等の情報を共有できることを確認したことから、訓練目標を達成したものと評価した。 

ｂ．「原子力緊急事態支援組織の運営に関する基本協定」に基づき、協力要請および情報連携

を行う訓練を実施した。その結果、原子力緊急事態支援センターに対する協力要請および

原子力緊急事態支援センターからの回答の受信等、情報連携が適切に実施できることを 

確認したことから、訓練目標を達成したものと評価した。 

 

８．防災訓練の力点に対する評価 

火災消火失敗を起因とした２号機における原子炉手動停止、自然災害（地震）による残留熱

除去機能の喪失、原子炉注水機能の喪失等のプラント状況に加え、汚染傷病者発生、３号機

における使用済燃料プールの冷却材喪失等、情報が錯綜するシナリオでの訓練を実施した。 

本シナリオにおいて、発電所対策本部および本店対策本部が連携し、原子力事業者防災  

業務計画に規定する事項に関して適切に対応することができた。 

なお、「１．防災訓練の目的」に記載した４項目の力点および「６．（３）事故対応能力 

向上のための実効性を高める工夫」に記載した訓練要素に対する評価結果は、以下のとおり。 

 

（１）訓練の力点に対する評価 

ａ．火災を起因とした事故への対応 

（ａ）検証項目 

火災起因および地震の影響による複数の事象が重畳（原子炉手動停止失敗、油火災の  

拡大）する事故を想定した訓練を実施し、以下の対応ができるか検証を行った。 

・火災起因および地震の影響による複数の事象が重畳した中で発電所対策本部を適切に

運営できるか。 

（ｂ）検証結果 

発電所対策本部は、２号機の原子炉手動停止失敗※、地震（震度６弱）の影響による２号機

の残留熱除去機能の喪失および原子炉注水機能の喪失ならびに３号機の使用済燃料プール

の冷却材喪失が重畳する状況において、火災現場と連携した消火対応を実施するとともに、

事象の把握および判断に必要な情報を原子力防災管理者へ迅速かつ正確に報告し、事象の

進展予測を踏まえた事故拡大防止策等を決定し、事象把握に必要な情報が発電所から本店

に共有できたことから、火災起因および地震の影響による複数の事象が重畳する中で発電

所対策本部を適切に運営できたものと評価した。 

 

※ ２号主変圧器における火災の初期消火失敗を起因とし、原子炉手動停止を実施したが、    

制御棒５本挿入失敗 
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［本報告書における記載箇所］ 

・７．【発電所】（１）発電所対策本部訓練 

・７．【発電所】（１０）火災対応訓練 

・９．（１）火災に関する情報連携の改善【発電所】 

 

ｂ．緊急時対策所の活用 

（ａ）検証項目 

地震発生（震度６弱）に伴い緊急時対策建屋への移動を行う訓練を実施し、以下の対応

ができるか検証を行った。 

・緊急時対策所の立ち上げおよび指揮系統の引継ぎについて適切に対応できるか。 

（ｂ）検証結果 

緊急時対策建屋への移動は２部隊（先発隊、後発隊）に分かれて実施した。先発隊は

緊急時対策建屋に到着後、緊急時対策所を速やかに立ち上げたこと、先発隊の移動中に

発生した事象および対応すべき事項に関して、先発隊と後発隊の引継ぎが円滑に行われた

ことから、緊急時対策所の立ち上げおよび指揮系統の引継ぎについて適切に対応できたも

のと評価した。 

ただし、以下の課題が抽出された。 

・緊急時対策建屋への移動に係る改善 

 

［本報告書における記載箇所］ 

・７．【発電所】（１）発電所対策本部訓練 

・１０．（１）ｂ．緊急時対策建屋への移動に係る改善について【発電所】 

・１０．（３）ｂ．事務新館から緊急時対策建屋への移動【発電所】 

 

ｃ．オフサイトを意識した情報発信 

（ａ）検証項目 

リエゾン派遣訓練を実施し、自治体に対する情報発信について、以下の対応が適切に実施

できるか検証を行った。 

・プラント状況や事故対応戦略、事象の進展予測について、ＣＯＰ等を用いてプラント

全体を俯瞰した説明を実施できるか。 

（ｂ）検証結果 

通報文やＣＯＰを使用してプラントの状況を適切に説明していたこと、ＣＯＰ３等を

用いて、予測時点における事故対応戦略や事象の進展予測について説明できたことから、

オフサイトに対する情報発信について適切に実施できたものと評価した。 

 

［本報告書における記載箇所］ 

・７．【発電所】（１２）リエゾン派遣訓練 

 

ｄ．外部機関からの問い合わせに対する本店原子力班内の情報連携 

（ａ）検証項目 

外部機関からの問い合わせについて以下の対応が適切に実施できるか検証を行った。 
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・オフサイト支援統括は、外部機関からの問い合わせの内容に応じて、各原子力機能班

に適切に割り振り、対応できるか。 

・新規に整備したツールを用いて、外部機関からの問い合わせの担当箇所および対応

状況を管理できるか。 

（ｂ）検証結果 

オフサイト支援統括は、オフサイトセンターおよび女川町からの問い合わせについて、

問い合わせの内容に応じて適切に対応箇所を割り振り、新規に整備したツールを用いて 

対応状況を管理できた。また、対応を割り振られた各原子力機能班は問い合わせ内容に

応じて適切に回答案を作成し、オフサイト支援統括と連携できていたため、本店原子力班

内の情報連携の向上が図られたものと評価した。 

 

［本報告書における記載箇所］ 

・７．【本店】（１）発電所－本店原子力班－本店対策本部間の情報連携訓練 

 

（２）事故対応能力向上のための実効性を高める工夫 

ａ．アクセスルートの再確認を促す状況付与 

（ａ）検証項目 

アクセスルート確認作業中および復旧中に地震が発生する状況を設定し、以下の対応が

実施できるか検証を行った。 

・大きな地震発生時に、アクセスルート確認要員の安全確認を実施できるか。 

・復旧統括はアクセスルートの再確認を指示し、アクセスルート２の損壊を認知できるか。 

・復旧までに要する時間が短いアクセスルート１を選択できるか。 

・大きな地震発生の都度、要員の安全確認およびアクセスルートの再確認を指示できるか。 

（ｂ）検証結果 

復旧統括は、大きな地震が発生の都度、要員の安全確認およびアクセスルートの確認を

指示した。アクセスルートの再確認を実施することで、これまで確認していたアクセスル

ートの損壊を認知し、復旧までに要する時間が短いアクセスルートを選択できたことから、

復旧統括および保修班長のリスク想定に関する対応能力向上が図られたものと評価した。 

 

ｂ．火災対応と地震対応が重畳するなかでの緊急時対策建屋への移動（実動）を含めた対応 

（ａ）検証項目 

地震発生（震度６弱）に伴い緊急時対策建屋への移動を判断する状況を設定した。緊急

時対策建屋への移動は２部隊（先発隊、後発隊）に分かれて移動するが、先発隊の移動中

に様々なプラント状況の変化を設定し、以下の対応が実施できるか検証を行った。 

・発電所対策本部は、２号主変圧器の火災対応について状況把握および対応の指揮ができ

るか。 

・後発隊は、先発隊の移動中において、限られた要員体制下で火災対応やその他設備

故障に係る対応ができるか。 

・先発隊は、緊急時対策建屋に到着後、緊急時対策所を速やかに立ち上げ、後発隊との

引継ぎができるか。 

（ｂ）検証結果 

後発隊においては、２号主変圧器の火災対応や先発隊が緊急時対策建屋へ移動中におけ
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るプラント状況の把握や事故収束対応の指揮を執ることができた。また、先発隊において

は、緊急時対策建屋に到着後、緊急時対策所を速やかに立ち上げ、速やかかつ正確な情

報の引継ぎができたことから、発電所対策本部の運営能力向上が図られたものと評価した。 

一方で、引継ぎの際に中央制御室へ発電所対策本部の指揮権の所在の連絡や移動後の

アクセスルート等の状況報告が不足していたため、緊急時対策建屋への移動前後において

確認すべき事項や共有すべき事項について再整理する。 

 

［本報告書における記載箇所］ 

・１０．（１）ｂ．緊急時対策建屋への移動に係る改善について【発電所】 

・１０．（３）ｂ．事務新館から緊急時対策建屋への移動【発電所】 

 

ｃ．火災延焼による可搬型重大事故等対処設備の建屋内設備（接続口）の損傷リスクの検討 

（ａ）検証項目  

非常用ディーゼル発電機（Ａ）室から火災が発生する状況を設定した。火災の延焼により

当該室内の可搬型重大事故等対処設備の接続口が損傷する可能性を想定して、以下の対応

が実施できるか検証を行った。 

・建屋内火災と屋外作業が関連していることを把握し、適切な戦略をとることができるか。 

・火災の状況を発電所対策本部で共有できるか。 

・火災によるプラントへの影響を検討できるか。 

・火災の状況から今後の延焼リスク（可搬型設備の接続口への影響）を考慮し健全で

ある東側接続口に戦略を変更できるか。 

（ｂ）検証結果 

復旧班長は、建屋内火災と屋外火災が関連していることを把握し、適切な戦略を検討し

対応した。発電所対策本部内では火災の状況を共有するとともに、火災によるプラント

への影響を考慮し、可搬型設備の接続口を東側接続口に変更することができたことから、

復旧統括および保修班長の多角的視点からの対応能力向上が図られたものと評価した。 

 

ｄ．停止号機の対応と運転号機の対応が干渉する場面設定 

（ａ）検証項目 

停止号機と運転号機の事象が重畳するなかでアクセスルートが復旧する場面を設定し、

以下の対応が実施できるか検証を行った。 

・複数号機事象に対応するため、それぞれ出動する可搬型設備の状況について共有し、

お互いの準備を阻害しないよう指示できるか。 

・保修班長は、それぞれの可搬型設備の準備完了予定時間を算出し共有できるか。 

・復旧統括は、今後のプラントの事象進展と可搬型設備の準備時間を比較した戦略検討

を実施できるか。 

（ｂ）検証結果 

複数号機事象に対応するため、停止号機統括と復旧統括は可搬型設備の準備状況を共有

し、お互いの準備を阻害しないよう指示できた。また、プラントの事象進展と可搬型設備

の準備時間を比較し、戦略を立案できたことから停止号機統括および復旧統括の複数号機

のプラント状態を考慮した対応能力向上が図られたものと評価した。 
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ｅ．高圧注水系統が１系統（高圧代替注水系）のみであり、かつ注水状況が不安定な兆候を   

示す事象の設定 

（ａ）検証項目 

高圧注水系が１系統（高圧代替注水系）のみの状況において、原子炉水位が徐々に低下

する状況を設定し、以下の対応が実施できるか検証を行った。 

・ＥＲＳＳデータより原子炉水位の低下を認知し、高圧代替注水系の運転状態を確認で

きるか。 

・戦略統括は、高圧代替注水系が停止した場合の戦略として、急速減圧を実施し低圧代

替注水系を用いた注水手段を検討できるか。 

・戦略統括は、注水手段がすべて喪失した後の事象進展を予測し、その対策を検討、提案

できるか。 

（ｂ）検証結果 

発電管理班は、ＥＲＳＳデータから原子炉水位の低下を認知し、高圧代替注水系の運転

状態を確認した。また、戦略統括は、高圧代替注水系が停止した際の戦略として、急速減圧

を実施し、低圧代替注水系を用いた注水を検討するとともに、注水手段が全て喪失した

場合の事象進展を予測し、対策を提案したことから、戦略統括の戦略検討の能力向上が

図られたものと評価した。 
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９．昨年度防災訓練時の改善点の反映状況 

昨年度の総合訓練（２０２３年３月７日実施）において抽出された改善点に対する取り組み

状況は、以下のとおり。 

（１）火災に関する情報連携の改善【発電所】 

課
題 

・火災に関する対応状況について、現場から発電所対策本部の保修班に対しては適宜共有

されていたものの、発電所対策本部内においては、二箇所同時火災の発生に対する消火

の優先順位に係る方針の決定以降、全体共有が十分になされなかったため、火災に   

関する通報文の作成に必要な情報の収集がタイムリーに行われず、通報に時間を要する

場面が見られた。 

・ＥＲＣプラント班に対して、火災に関する対応方針等が整理された情報の提供がなされ

なかった。 

【原因】 

・火災に関する対応状況について、手順書上、発電所対策本部内で特に共有すべき事項が

明確になっていなかった。 

- 火災に関する対応状況については、当初、現場からの報告事項や消火対応の方針が、 

保修班によるチャットシステムへの入力および発話により、発電所対策本部内で  

タイムリーに共有されていた。 

- 消火の優先順位に係る方針の決定以降、保修班は、火災に関する対応状況について、 

手順書上、発電所対策本部内で特に共有すべき事項が明確になっていなかったことも

あり、プラント状況に影響を与える事象が立て続けに発生している状況下において、 

プラントに係る情報を優先して発話しており、火災に関する対応状況はチャット  

システムに入力することで共有していたが、火災に関する対応状況の発話の回数が 

減少していた。 

・火災に関する情報を整理して本店と共有する運用となっていなかった。 

- 本店のプレーヤーは、チャットシステムおよび発電所対策本部内における発話を確認

し、対応状況を把握している。プラント状況等については、ＣＯＰのように、発電所 

対策本部で整理された情報を本店と共有するのに対し、火災に関する情報について

は、整理された情報を本店と共有する運用になっていなかった。 

- チャットシステムは、発電所対策本部の各機能班が入手した情報を速報として共有 

するものであること、また、発電所対策本部内において、火災に関する情報は一部の 

発話のみであったことから、本店のプレーヤーは、火災に関する対応状況を正確に把握

することが難しかった。 

【対策】 

・火災に関する情報について、発電所対策本部内で共有すべき事項、現場と本部で共有  

すべき事項を明確化する（報告対象の明確化および重要事項の整理）。また、明確化   

した事項は手順書に記載および要員に教育を実施し、理解浸透を図る。 

（火災事象対応時の現場指揮者より本部への報告事項例） 

火災現場到着、火災状況の確認結果、放水準備、放水作業開始、火災鎮圧、公設消防の

動向等、対応時の区切りを報告 

・火災に関する情報共有ツールを整備し、本店と共有する運用とし、発電所対策本部と  

本店との情報連携の改善を図り、ＥＲＣプラント班へ整理された情報を提供できるよう

にする。 

・なお、本課題は、現場での実動対応に共通する課題と考えられることから、火災対応に

おける対策の検討後、他の実動対応への展開を図る。 
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（１）火災に関する情報連携の改善【発電所】 

検
証
内
容 

・保修班は火災によるプラントへの影響を発電所対策本部内で共有できるか。 

・保修班は火災に関する情報について、発電所対策本部および本店に火災情報整理表を 

用いて情報連携できるか。 

・ＥＲＣ対応ブースからＥＲＣプラント班へ火災によるプラントへの影響を整理し、情報

提供できるか。 

検
証
結
果 

 保修班は、情報整理表を活用し、火災に関する情報を発電所対策本部内に共有すると 

ともに、本店へ情報提供することができた。また、ＥＲＣ対応ブース要員は、発電所から

提供された情報を基に、火災によるプラントへの影響を整理し、ＥＲＣプラント班へ情報

提供できたことから、改善が図られたものと評価した。 

 

[本報告書における記載箇所] 

・７．【発電所】（10）火災対応訓練 

・８．（１）ａ. 火災を起因とした事故への対応 

 

（２）通報文のＦＡＸ送信に関する改善【発電所】 

課
題 

・通報文のＦＡＸについて、訓練の途中から送達に遅れが生じた。また、通報文の送達が

遅れていることが確認された後でも、統合原子力防災ネットワーク等の代替手段によ

る通報文の送信がなされなかった。 

【原因】 

・総合防災訓練におけるＦＡＸの設定および送信テストを行う時間が確保できなかった。 

- 総合防災訓練におけるＦＡＸの送信は、通常、事前に、一般回線を利用するＦＡＸで 

一斉同報通信サービスにより所定の送信先に一括送信する設定を行い、送信先との 

送信テストを実施した上で対応している。 

- 今回の訓練では、送信先が確定したのが訓練前日であり、一斉同報通信サービスの設定

および送信テストを行う時間の確保ができず、一斉同報通信サービスを使用でき  

なかったことから、訓練当日は、ＦＡＸの送信先を送信時に個別に選択し、複数の  

送信先に順次送信することとした。 

- 当該の方法は、過去の訓練においても実績があることから、問題なくＦＡＸの送達が 

できると考えていたが、実際に訓練が始まると、通報文の発信が重なるにつれて、  

徐々にＦＡＸ側で送信待ちの状態が発生し、送達に遅れが生じた。 

・ＦＡＸの送信が特定の時間帯に集中した。 

- 今回の訓練におけるシナリオの事象発生の時間的間隔の関係から、ＦＡＸの送信が 

特定の時間帯に集中した結果、徐々にＦＡＸ側で送達待ちの状態となり、通報文の送達

に遅れが生じた。 

・使用可能な資機材の範囲について、プレーヤーの思い込みがあり、代替措置による   

通報文の送信ができなかった。 

- プレーヤーは、訓練の途中（１１：３０頃）から通報文のＦＡＸの送達に遅れが生じ

ていることを認識したが、代替措置により通報文を送信する判断ができなかった。 

- プレーヤーは、代替手段として統合原子力防災ネットワークがあること、実際の原子力

災害時においては使用することは認識していたが、訓練ではＦＡＸの送信先を事前に
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（２）通報文のＦＡＸ送信に関する改善【発電所】 

調整していたこと、また、訓練の計画段階で、訓練事務局より、訓練の前提条件として

使用可能な資機材の範囲の明確な説明がなかったこともあり、訓練においては当該設備

を使用してはいけないという思い込みがあった。 

- また、プレーヤーは、その他のＦＡＸによる通報文の送信について検討したが、その他

のＦＡＸも一般回線を利用しており、送信先（受信側）が同一番号であることから、 

ＦＡＸが送信待ちとなっている状態では、代替措置としては機能しないと判断した。 

- そのため、プレーヤーは、送信状況と通報文の内容について電話連絡することで対応 

することとし、その結果、代替手段を使用した通報文の送付ができなかった。 

【対策】 

・訓練における通報文のＦＡＸ送信先への一斉同報通信サービスの設定および送信テスト

が確実に行えるように、通報文の送信先の調整について、余裕を持った計画策定を行う

ことで改善を図る。 

・統合原子力防災ネットワークのＦＡＸについて、短時間で通報文の発信が重なった場合

のＦＡＸ送達に与える影響を確認する。 

・訓練の計画段階において、訓練事務局からプレーヤーに対し、訓練の前提条件として  

使用可能な資機材の範囲について説明することで改善を図る。 

検
証
内
容 

・情報班はＥＲＣプラント班へＦＡＸの送達確認を確実に実施できるか。 

・情報班はＦＡＸ送信に遅れが生じた際に、代替手段を用いたＦＡＸの送信ができるか。 

検
証
結
果 

 防災担当箇所は、訓練前にＦＡＸの送信テストを実施し、関係機関への送達に問題が 

生じないことを確認した。また、防災担当箇所は情報班に対し、訓練前に使用可能な資機材

について周知した結果、防災ＦＡＸに不具合が生じた際にも、代替手段を用いたＦＡＸに

よる通信連絡を速やかに実施できることを確認したため改善が図られたものと評価した。 

 

[本報告書における記載箇所] 

・７．【発電所】（２）通報訓練 

・１０．（３）ａ．ＦＡＸ不具合時の代替ＦＡＸの活用【発電所】 

 

 

 

 

  

課
題 
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（３）書画装置による情報共有の改善【本店】 

課
題 

・ＥＲＣプラント班との情報連携に使用した書画装置の画質が悪化し、情報連携が   

スムーズに行われない場面があった。これまで様々な書画装置を試したが大きな改善に

は繋がらず、画像の拡大機能等の活用で説明の仕方を工夫してきたが、それらの対策を

施しても映像による情報の認識が困難となる場面が生じており、ＥＲＣプラント班と 

適切な情報連携ができない可能性がある。 

【原因】 

・統合原子力防災ネットワークのＴＶ会議における書画装置の画質の悪化に対して、以下

の原因が考えられる。 

- 書画装置 

他事業者において使用実績のある高精細最新書画装置等、様々な書画装置を試運用

したが画質の改善には至らなかった。また、ＨＤＭＩケーブルの劣化を考慮し、交換

したが画質に変化はなく、改善には至らなかった。 

- 統合原子力防災ネットワーク 

統合原子力防災ネットワークのコールレートを上げることで画質の改善は図られるが、

統合原子力防災ネットワーク全体としての影響評価が必要。 

他事業者の通信状況ではこのような悪化は見られないため、当社内の環境要因も 

考えられる。 

・ＥＲＣリエゾンは、書画装置が使用できない場合等ＥＲＣ対応ブースの対応でフォロー

が必要な場合には、本店即応センターへの連絡やＥＲＣプラント班への資料配布等は 

実施していたが、ＥＲＣ内で更にフォローすべき事項が明確になっていなかった。 

【対策】 

・通信状況が良好な事業者との比較なども含め、当社のネットワーク環境等調査し原因を

究明し必要な対策を講じる。また、代替通信手段を確保し、円滑な情報連携が実施   

できる環境を整える。 

・書画装置等画面の共有ができない場合、ＥＲＣリエゾンがＥＲＣプラント班へフォロー

すべき事項や対応について明確化する。 

（ＥＲＣリエゾンフォロー例） 

当社リエゾンが持ち込む端末を使用した画面共有、ＥＲＣ内に配備されている映像機器

の活用等 

・訓練に先立って要員に教育するとともに、訓練実施結果をもって検証し、継続的に充実

化していく。 

検
証
内
容 

・統合原子力防災ネットワークでの書画装置の画質の改善がされているか。 

・ＥＲＣリエゾンは書画装置の画質が悪化した場合に、本店リエゾンホットラインと連携

して代替通信手段による画面共有ができるか。 
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（３）書画装置による情報共有の改善【本店】 

検
証
結
果 

本訓練において、統合原子力防災ネットワークでの書画装置の画質が改善されているこ

とを確認した。また、事前に原子力規制庁と代替手段による通信確認を行い、情報連携方法

について整理した。 

 

[本報告書における記載箇所] 

・７．【本店】（２）国－事業者間の情報連携訓練 

 

（４）ＥＲＣ対応ブース内での情報連携の改善【本店】 

課
題 

・矢継ぎ早に発生した事象の内容については逐次情報共有できていた。一方、情報が錯綜

した際におけるＥＲＣプラント班との情報連携においては、手書きメモを使用した説明

頻度が多く、プラント全体を俯瞰する説明が出来ていない場面があった。 

【原因】 

・メインスピーカーに伝達する前の段階において、手書きメモなどの情報を整理する者の

分担が不明確だった。 

・矢継ぎ早に事象進展している中で、ＥＲＣプラント班に対する発電所の状況は手書き 

メモによる情報連携がメインとなり、更にほぼ途切れる事無く次々に新しい事象が発生

したことによる連続的な手書きメモの発行に伴い、メインスピーカーはそれらの説明に

追われ、プラントを全体俯瞰した説明ができなかった。 

- これまでＥＲＣプラント班への分かりやすい情報連携の観点で「セット説明」に取り

組んできた。 

- 今回の訓練においては、プラント事象が途切れる事無く連続的にイベントが発生した

事で、情報を整理する時間を設けられなかったもの。 

【対策】 

・本店即応センターＥＲＣ対応ブースの発話の留意事項をまとめた「ＥＲＣ対応ブース 

要員勉強会資料」において、下記の点を整理し明確化する。 

- ＥＲＣ対応ブース内で入手した情報は、スクリーニングされたうえでメイン    

スピーカーにインプットされるべきであることから、ＥＲＣ対応ブース内の情報を 

整理するための要員の役割分担を明確にする。 

（役割分担例） 

情報取りまとめ要員が全ての情報を入手し全体を俯瞰する。情報とりまとめ要員が事象

毎に分類分けした情報をサブスピーカーに伝達する。サブスピーカーはプラント状況や

ＥＲＣプラント班への説明状況を考慮し、説明順序を判断する。メインスピーカーは

サブスピーカーから入手した情報の内容を確認し、ＥＲＣプラント班へ情報提供する等 

- メインスピーカーは情報伝達の迅速性だけでなく、自らが説明する情報の内容を確認

する間を置いた上でＥＲＣプラント班へ説明を実施することを明記する。 

・訓練に先立って要員に教育するとともに、訓練実施結果をもって検証し、継続的に充実化

していく。 



 

21 

（４）ＥＲＣ対応ブース内での情報連携の改善【本店】 

検
証
内
容 

発電所から入手した運転号機および停止号機の情報を整理したうえでＥＲＣプラント

班へ情報提供できるように、ＥＲＣ対応ブースの各要員の役割を明確化し、以下の対応が

適切に実施できるか検証を行った。 

・情報取りまとめ担当は、手書きメモやＣＯＰ等を取りまとめ、サブスピーカーへ情報を

提供できるか。 

・サブスピーカーは、プラント状況からＥＲＣプラント班への説明順序を判断し、メイン

スピーカーへ情報を提供できるか。 

・メインスピーカーはサブスピーカーと連携して、場面に応じて必要な情報を提供できるか。 

検
証
結
果 

情報取りまとめ担当は、手書きメモやＣＯＰ等を整理しサブスピーカーへ提供し、サブ

スピーカーはプラント状況を把握し、メインスピーカーへ場面に応じた情報を提供した。

一方、本訓練では、サブスピーカーがメインスピーカーのサポートとして、停止号機の  

プラント状況の説明を行った。その結果、サブスピーカーは「停止号機のプラント状況の

発話」と「運転号機および停止号機の情報整理」を同時に行うこととなり、ＥＲＣプラント

班から停止号機に係る質問があった際に問い合わせ対応が重なり、対応が追いつかない 

状態となった。今回得られた結果は教育資料に反映するとともに、ＥＲＣ対応ブースの 

要員の役割を再整理し、更なる情報連携の向上を図る。 

 

[本報告書における記載箇所] 

・７．【本店】（２）国－事業者間の情報連携訓練 

・１０．（１）ｃ．ＥＲＣプラント班への戦略に係る情報共有について【本店】 
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１０．今後の原子力災害対策に向けた改善および良好事例の展開 

（１）改善を要する事項 

ａ．ＣＯＰ作成に係る改善について【発電所】 

ＣＯＰ間で様式の用語および系統状態の記載に差異があることが確認された。また、ＣＯＰ

の記載事項のうち、系統状態の誤りや、対応手段の準備開始・完了予想の時刻等が空欄で  

あることが確認された。これらのことから、ＥＲＣプラント班への説明資料について、プラント

状態および対応状況が不明確となる場面があった。 

（ａ）原因 

・ＣＯＰ間で同じ設備を指しているが用語が異なる設備があった。 

・ＣＯＰ作成時の留意点を整理した記載例等の参考資料がなかった。 

- ＣＯＰの様式には系統状態を示す記号・凡例は記載していたが、作成箇所によって系統

状態を示す記号の選択について判断が分かれる場合があり、系統状況を示す記号・凡例

の入力に差異が生じたものがあった。 

- 対応手段のうち、既に待機中の設備（使用可能）の準備開始・完了予想の時刻および   

ＣＯＰ３の共有タイミングで未検討の戦略（具体例として事象初期における格納容器 

除熱戦略）については空欄となっていた。その結果、どのような状況なのかがＣＯＰ３

上で判別できなかった。 

- 上記の原因として、ＣＯＰ作成時の留意点を整理した記載例等の参考資料がなかったこと

が挙げられる。 

・ＣＯＰ１の記載誤りを訂正することができなかった。 

- ＣＯＰ１の共有は、プラント情報の共有の迅速性を優先したため、担当者のチェック後

に速やかに共有することとしている。共有後に、記載誤りを確認し、訂正する仕組みが

なかった。 

（ｂ）対策 

・ＣＯＰ間の様式で用語を整合させることで、同じ設備を示すことが容易に判別できるよう

にする。 

・ＣＯＰ作成時の留意点を整理した記載例等の参考資料を整理し、関係者へ周知するととも

に、勉強会等を通じて理解の浸透を図る。 

・ＣＯＰ１については、共有後に、担当者が作成したＣＯＰ１をレビューする仕組みを構築

し、系統状態に誤りがある場合は訂正のうえ再度共有する運用とする。 

 

［本報告書における記載箇所］ 

・ ７．【発電所】（１）発電所対策本部訓練 

 

ｂ．緊急時対策建屋への移動に係る改善について【発電所】 

事務新館から緊急時対策建屋への移動前後における発電所対策本部の指揮権の所在につい

て、中央制御室への連絡が不足していたことから、中央制御室から発電所対策本部への連絡

が滞るおそれがあった。 

事務新館から緊急時対策建屋への移動前における留意点の共有や移動後のアクセスルート

等の状況報告が不足していたことから、必要な装備の不足、緊急時対策建屋への到着の遅延

等のおそれがあった。 
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（ａ）原因 

・事務新館から緊急時対策建屋への移動前後において確認すべき事項や共有すべき事項が

明確になっていなかった。 

（ｂ）対策 

・事務新館から緊急時対策建屋への移動前後において確認すべき事項や共有すべき事項に

ついて整理し、ルール化することで改善を図る（移動前のアクセスルートの確認状況等）。 

 

［本報告書における記載箇所］ 

・７．【発電所】（１）発電所対策本部訓練 

・８．（１）ｂ．緊急時対策所の活用 

・８．（２）ｂ．火災対応と地震対応が重畳する中での緊急時対策建屋への移動（実動）

を含めた対応 

・１０．（３）ｂ．事務新館から緊急時対策建屋への移動【発電所】 

 

ｃ．ＥＲＣプラント班への戦略に係る情報共有について【本店】 

ＥＲＣプラント班との情報連携において、事象の進展予測と戦略の完了予想の時間を関連

付けて説明ができなかった。また、戦略の概要について、備え付け資料を有効活用した説明

ができなかった。これらから、ＥＲＣプラント班に対する戦略に係る全体像の説明に課題が

あった。 

（ａ）原因 

・サブスピーカーはメインスピーカーに戦略に関する整理された情報の共有ができなかった。 

- メインスピーカーとサブスピーカーが臨機に運転号機と停止号機で発話を分担したため、

サブスピーカーは「停止号機のプラント状況の発話」と「運転号機および停止号機の情報

整理」を同時に行うこととなった。その結果、サブスピーカーの発話内容に対し、ＥＲＣ

プラント班から質問があった際に、サブスピーカーは問い合わせ対応が重なり、対応が

追いつかない状態となった。 

・戦略に関する説明において、臨機にＣＯＰ３へ手書きで追記する対応ができなかった。 

- 防災担当箇所は、ＥＲＣ対応ブース要員に対し、戦略の完了予想時間の説明において

具体的な備え付け資料の活用方法を教育していなかった。 

- スピーカーは、新規の要員であることから過去の訓練の対応を動画で確認していた。こ

れまで戦略の完了予想時間をＥＲＣ対応ブースで概算し、手書きでＣＯＰ３に補足する

対応はしていなかったため、手書きで追記する対応に至らなかった。 

・メインスピーカーは、備え付け資料を用いた戦略の概要の説明ができていなかった。 

- 防災担当箇所は、ＥＲＣ対応ブース要員に対し、戦略の概要の説明において具体的な  

備え付け資料の活用方法を教育していなかった。 

（ｂ）対策 

・今回の事例を教育資料の反映し、サブスピーカーがメインスピーカーへ整理された情報を

伝達できるよう役割の再整理・再確認を行う。 

・戦略の説明に関する対応方法および備え付け資料の具体的活用例について教育資料の充実

化を図り勉強会を行う。 

 （戦略の説明に関する対応方法の例） 

- ＣＯＰ３に作業の完了予想時間が記載されていない場合には、ＥＲＣ対応ブースにおいて
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戦略の完了予想時間を概算しＣＯＰ３に追記する。 

- メインスピーカーは追記した内容がＥＲＣ対応ブースで補足した内容であることを明確

に発話した上で、戦略の概要を説明する。 

 

［本報告書における記載箇所］ 

・７．【本店】（２）国－事業者間の情報連携訓練 

・９．（４）ＥＲＣ対応ブース内での情報連携の改善【本店】 

 

（２）更なる改善を要する事項 

ａ．緊急時対策所における要員配置および資機材配置について【発電所】 

緊急時対策所における要員配置および資機材配置の関係から、要員のコミュニケーション

や動線が悪く、班長と班員の情報共有または機能班同士の連携が円滑に進まない場面が見ら

れた。 

（ａ）原因 

・緊急時対策所が使用可能になってから訓練までの期間が短かったため、緊急時対策所に

おける実動を踏まえた、要員、資機材等の配置について十分な検証がなされなかった。 

（ｂ）対策 

・緊急時対策所における要員配置および資機材の配置の改善を図る。 

 

［本報告書における記載箇所］ 

・７．【発電所】（１）発電所対策本部訓練 

 

（３）良好事例 

ａ．ＦＡＸ不具合時の代替ＦＡＸの活用【発電所】 

通報文のＦＡＸ送信について、コントローラーよりＦＡＸの不具合を状況付与した際、  

代替措置として統合原子力防災ネットワークを用いた通報文の送信を速やかに実施できた。

また、一般回線ＦＡＸの使用可否確認として再送信も改めて行っており、適切な対応がされ

ていた。 

（ａ）要因 

  ・前回訓練において、ＦＡＸの不具合が発生した際に統合原子力防災ネットワーク等の代替

手段による通報文の送信がなされなかった。このことを踏まえて、通報文を送信する機能

班に対して、代替手段を含む使用可能な資機材の一覧および資機材の使用方法について

勉強会を実施したことで、コントローラーがＦＡＸの不具合を状況付与した際に代替手段

により通報文の送信がなされたと考える。 

・勉強会にて、通報文の送達の重要性について再認識させたことから、要員は代替手段を

講じることを柔軟に判断できたと考える。 

（ｂ）今後の展開 

  ・機能班の要員が変更となっても今回と同様の対応ができるよう、代替手段の活用に関して

も勉強会、訓練に反映し、要員への定着と対応の習熟を図る。 

・また、手順上の代替手段が使用できない場合において、他の使用可能な通信手段（Teams 等）

を用いて、所外への情報発信が行えるように、勉強会等で要員に対して周知していく。 
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［本報告書における記載箇所］ 

・７．【発電所】（２）通報訓練 

・９．（２）通報文のＦＡＸ送信に関する改善【発電所】 

 

ｂ．事務新館から緊急時対策建屋への移動【発電所】 

   地震発生に伴う発電所対策本部の緊急時対策建屋への移動判断および移動が円滑にできた。

移動後の引継ぎや情報の共有についても円滑に実施された。 

（ａ）要因 

  ・発電所対策本部の緊急時対策建屋への移動の判断基準および移動方法に係る勉強会を実施

したこと、移動後の引継ぎに係るマニュアルを整備したことにより、移動後の引継ぎや

情報の共有が円滑に実施されたと考える。 

  ・勉強会にて、緊急時対策所の活用に係る反省事項を抽出して、改善を図るように、適切な

ＰＤＣＡが取り組まれていたと考える。 

（ｂ）今後の展開 

  ・移動後の引継ぎに係るマニュアル以外にも、事務新館から緊急時対策建屋への移動に係る

今回の訓練での実績や反省事項を整理して、課題を抽出し、課題を改善するための対策を

確立し、勉強会等に反映し、習熟を図っていく。 

 

［本報告書における記載箇所］ 

・７．【発電所】（１）発電所対策本部訓練 

・８．（１）ｂ．緊急時対策所の活用 

・８．（２）ｂ．火災対応と地震対応が重畳する中での緊急時対策建屋への移動（実動）

を含めた対応 

・１０．（１）ｂ．緊急時対策建屋への移動に係る改善について【発電所】 

 

ｃ．ＴＶ会議システム不調時の代替手段の活用【本店】 

ＥＲＣプラント班との情報連携において、訓練開始直後にＴＶ会議システムの音声通話が

不通となったが、ＩＰ電話を速やかに活用し、柔軟かつ適切に対応できていた。 

（ａ）要因 

・ＥＲＣプラント班との情報連携における書画装置による画面共有の不具合発生時に備え、

代替手段の使用について、ＥＲＣ対応ブース要員に勉強会で周知していたことにより、代替

手段の使用に対する意識づけがされていた。 

・本訓練のメインスピーカーは、統合原子力防災ネットワークのＴＶ会議による防災訓練の

経験がなかったことから、訓練に先立ち原子力規制庁とＥＲＣ対応ブースの通信確認に

立ち合い、機器の使用方法について確認していた。 

（ｂ）今後の展開 

・通常の情報連携に使用している通信機器（ＴＶ会議、電話、ＦＡＸ等）が使用できなく   

なった場合を想定し、代替手段として使用できるツールの整理、代替手段の使用方法を

ＥＲＣ対応ブース要員に勉強会等で周知し、機器の不具合発生時に代替手段を使用する

ことを意識づけるよう展開していく。 
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［本報告書における記載箇所］ 

・７．【本店】（２）国－事業者間の情報連携訓練 

 

以 上 

 

〈添付資料１〉情報連携相関図（全体） 

〈添付資料２〉情報連携相関図（各情報におけるフロー図） 
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情報連携相関図（全体）
〈
添
付

資
料
１

〉
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〈添付資料２〉 
情報連携相関図（各情報におけるフロー図） 
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別紙２ 

 

 

防災訓練の結果の概要（要素訓練） 

 

１．訓練の目的 

本訓練は、「女川原子力発電所 原子力事業者防災業務計画 第２章 第８節」に基づき実施

するものであり、あらかじめ定められた原子力災害時における応急対策または復旧対策等に

関する手順の検証、習熟を行うとともに、体制、資機材の取扱いに係る実効性について検証し、

改善を図ることを目的に実施したものである。 

 

２．実施日および対象施設 

（１）実施日 

   ２０２３年４月１日～２０２４年１月３１日 

（訓練毎の実施日、訓練項目については添付資料参照） 

    【発電所】原子力災害医療訓練、モニタリング訓練、その他必要と認められる訓練 

   【本店】災害対策支援拠点対応訓練 

 

（２）対象施設 

女川原子力発電所 １、２、３号機 

 

３．実施体制および参加人数 

（１）実施体制 

訓練ごとに実施責任者および評価者を設け、実施担当者が訓練を行う。 

詳細は、添付資料のとおり。 

（２）参加人数 

添付資料のとおり。 

 

４．防災訓練の内容および防災訓練のために想定した原子力災害の概要 

【発電所】 

（１）原子力災害医療訓練 

発電所における初期対応（除染・応急手当）や原子力災害医療関係機関への情報連絡、

関係機関と連携した原子力災害拠点病院への搬送等を実施する。 

（２）モニタリング訓練 

炉心損傷発生の可能性や構内モニタリングポストの機能喪失（測定データ伝送異常  

含む）を想定し、可搬型モニタリングポストを設置して空気吸収線量率の測定を実施する。 
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（３）その他必要と認められる訓練 

ａ．電源機能等喪失時対応訓練 

全交流電源喪失、原子炉除熱機能喪失および使用済燃料プール除熱機能喪失等を想定し、

個別の緊急時対応を実施する。 

ｂ．緊急事態支援組織対応訓練 

高放射線量下において、現場偵察ロボットによる現場調査を想定し、現場偵察ロボット

の障害物回避操作、掴み取り操作等を実施する。 

 

【本店】 

（１）災害対策支援拠点対応訓練 

原子力災害が発生し、電源や注水等の各種設備は復旧したが、除熱機能が復旧できず、

ベントを実施。周辺地域に放射性物質が放出され、放射性プルーム通過後の状況を想定

し、災害対策支援拠点においてスクリーニング、除染活動を実施する。 

 

５．防災訓練の項目 

要素訓練 

 

６．防災訓練の結果の概要（添付資料参照） 

【発電所】 

（１）原子力災害医療訓練 

発電所管理区域内での被ばくを伴う傷病者発生を受け、現場での救助活動について

重要な情報を整理し、本部に報告できることを確認した。 

（２）モニタリング訓練 

可搬型モニタリングポストを設置し、空気吸収線量率の測定が定められた手順に従い、

実施できることを確認した。 

（３）その他必要と認められる訓練 

ａ．電源機能等喪失時対応訓練 

（ａ）全交流電源喪失および使用済燃料プール除熱機能喪失等を踏まえた個別の緊急安全

対策について、原子力防災要員により確実に実施できることを確認した。 

（ｂ）訓練により発電所の機器へ直接影響が生じるものは模擬とし、現場での動作確認が

実施できることを確認した。 

ｂ．緊急事態支援組織対応訓練 

現場偵察ロボットの障害物回避操作、掴み取り操作等が確実に実施できる習熟度で

あることを確認した。 
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【本店】 

（１）災害対策支援拠点対応訓練 

災害対策支援拠点（女川地域総合事務所跡地）でのスクリーニングエリアの設定および

防護服を着用した状態でスクリーニング、除染活動が実施できることを確認した。 

 

７．訓練の評価 

各要素訓練について、定められた手順に従い実施し、手順の有効性と対応要員の習熟を  

確認したこと、体制の実効性を確認したこと、資機材の取扱いについて改善を図るとともに、

その実効性を確認したことから、訓練目標を達成したものと評価した。 

 

８．今後の原子力災害対策に向けた改善点 

当該期間中の各要素訓練における改善点および今後に向けた改善点は、添付資料のとおり。 

 

以 上 

 

〈添付資料〉要素訓練の概要 



 

要素訓練の概要 
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【発電所】 

１．原子力災害医療訓練（訓練実施日：２０２３年１２月１４日 参加人数：１３名） 

概要 
実施体制 

（①実施責任者、②実施担当者） 
評価結果 当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対策に

向けた改善点 

管理区域内で、汚染を伴う傷病者の発生連絡

を受け、除染室における応急処置対応等の

訓練を実施 

① 総務課長 

② 総務グループ員 
良 特になし。 

来年度も訓練を継続し、

習熟を図る。 

 

２．モニタリング訓練（訓練実施日：２０２３年６月２９日、２０２３年７月３１日、２０２３年９月２５日 参加人数：延べ１４名） 

概要 
実施体制 

（①実施責任者、②実施担当者） 
評価結果 当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対策に

向けた改善点 

可搬型モニタリングポストを用いた空気吸収

線量率の測定訓練を実施 

① 放射線管理課長 

② 放射線管理グループ員 
良 特になし。 

来年度も訓練を継続し、

習熟を図る。 

 

３．その他必要と認められる訓練 

（１）電源機能等喪失時対応訓練（訓練実施日：適宜反復訓練を実施（当該期間内で計２１回実施）、参加人数：延べ１３６名） 

概要 
実施体制 

（①実施責任者、②実施担当者） 
評価結果 当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対策に

向けた改善点 

緊
急
時
の
電
源
確
保
に
係
る
訓
練 

電源車および大容量電源装置等に

よる電源確保の手順の実動訓練や

机上訓練等を実施 ① 電気課長、原子炉課長および発電 

管理課長 

② 電気グループ員、 

原子炉グループ員、 

工程管理グループ員、 

計測制御グループ員および 

発電管理グループ員 

良 

電源車ケーブル接続前の事前確

認時に片手作業が目立っていた

ため、片手作業がされないよう、

事前勉強会等にて周知し、改善を

図った。 

来年度も訓練を継続し、習

熟を図る。 

非常用ディーゼル発電機運転の 

ための燃料抽出、輸送、補給の手順

の実動訓練や机上訓練等を実施 

〈添付資料〉 



 

要素訓練の概要 
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概要 
実施体制 

（①実施責任者、②実施担当者） 
評価結果 当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対策に

向けた改善点 

緊
急
時
の
最
終
的
な
除
熱
機
能
の

確
保
に
係
る
訓
練 

代替注水車等による原子炉への 

代替注水等の実動訓練や、ライン構成

等の一連の動作確認を実施 

① タービン課長 

② タービングループ員、 

保全計画グループ員、 

検査グループ員および 

防災グループ員 

良 

ホース敷設経路の確認後に水位

および温度を測定し、ドアストッ

パーを使用することとなってお

り、動きに無駄があるため、操作

手順の改正を行い、順不同で実施

可能であることを明記し、改善を

図った。 

来年度も訓練を継続し、

習熟を図る。 緊
急
時
の
使
用
済
燃
料
プ
䤀
ル
の

冷
却
確
保
に
係
る
訓
練 

代替注水車等による使用済燃料 

プールへの注水の実動訓練を実施 

① タービン課長および原子燃料課長 

② タービングループ員、 

保全計画グループ員、 

原子燃料グループ員、 

輸送・固体廃棄物管理グループ員、 

検査グループ員および 

防災グループ員 

シ
ビ
ア
ア
ク
シ
デ
ン
ト
対
策
に
係
る
訓
練 

可搬型モニタリングポストを  

用いた空気吸収線量率の測定訓練

を実施（「１．モニタリング訓練」

再掲） ① 放射線管理課長、土木課長および  

建築課長 

② 放射線管理グループ員、 

輸送・固体廃棄物管理グループ員、 

廃止措置管理グループ員、 

土木グループ員および 

建築グループ員 

良 特になし。 
来年度も訓練を継続し、

習熟を図る。 

全交流電源喪失時における可搬型

設備の通行障害の排除等を模擬 

したホイールローダ等の実動訓練

を実施 

緊急対策室電源喪失時における 

事務新館屋上ディーゼル発電機に

よる給電操作の実動訓練を実施 



 

要素訓練の概要 
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（２）緊急事態支援組織対応訓練（訓練実施日：２０２３年１１月２８～２９日、参加人数：３名） 

概要 
実施体制 

（①実施責任者、②実施担当者） 
評価結果 当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対策に

向けた改善点 

美浜原子力緊急事態支援センターより派遣された

講師から指導を受け、現場偵察ロボットの障害物

回避操作、掴み取り操作等を実施 

① 防災課長 

② 廃止措置管理グループ員、 

保全計画グループ員および 

防災グループ員 

良 特になし。 
来年度も訓練を継続し、

習熟を図る。 

 

【本店】 

１．災害対策支援拠点対応訓練（訓練実施日：２０２３年１０月１２日 参加人数：２７名（他社４名を含む）） 

概要 
実施体制 

（①実施責任者、②実施担当者） 
評価結果 当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対策に

向けた改善点 

災害対策支援拠点対応訓練 
① 原子力品質保証室 副室長 

② （本店） 

原子力品質保証室員、 

原子力運営グループ員、 

原子力技術グループ員、 

原子力設備グループ員、 

原子力人財育成グループ員、 

放射線管理グループ員および 

原子力防災・防護グループ員 

（東通原子力発電所） 

 防災課員および機械保修課員 

 

良 特になし。 
来年度も訓練を継続し、

習熟を図る。 

放射性物質の放出後を想定し、本店から女川 

地域総合事務所跡地へ移動し、スクリーニング

活動、除染活動について、防護服を着用した 

状態での訓練を実施 

事業者間協力協定対応訓練 

事業者間協力協定に基づき、他事業者と当社本店

間で、初動対応および支援要請等の内容の確認を

実施 

要員の派遣を受け女川地域総合事務所跡地にて

スクリーニング活動を実施 

 


